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　本市では、男女の人権が尊重され、性別にかかわりなく社会のあらゆる分野に共に参画し、共
に喜びと責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮することができる、「ジェンダー平等
社会」の実現を目指しています。
　このたび、「北九州市男女共同参画社会の形成の推進に関する条例」に基づき、「第５次北九
州市男女共同参画基本計画」を策定しました。本市の一層のジェンダー平等社会の推進のため、
市民や市民団体、企業などと連携・協働しながら、施策の推進に取り組んでいきます。

　令和６（2024）年度から令和10（2028）年度まで（５年間）

は じ め に

計 画 の 柱

計 画 期 間

計画の位置付け

は じ め に

計 画 の 柱

計 画 期 間

　「男女共同参画社会基本法」及
び「北九州市男女共同参画社会の
形成の推進に関する条例」に定め
る「基本的な計画」です。また、
北九州市基本構想・基本計画の分
野別計画です。

計画の位置付け

目指す姿
第５次計画で目指す姿は、条例の
基本理念に従い、男女の人権が
尊重され、性別にかかわりなく社
会のあらゆる分野に共に参画し、
共に喜びと責任を分かち合い、
その個性と能力を十分に発揮す
ることができる社会、「ジェンダー
平等社会」の実現です。

柱Ⅰ

柱Ⅴ柱Ⅱ

柱Ⅳ柱Ⅲ

ジェンダー平等が浸透
した社会の実現
ジェンダー平等が浸透
した社会の実現

安心して健康に
暮らせる社会の実現
安心して健康に
暮らせる社会の実現

あらゆる分野の
方針決定過程への
女性の参画拡大

あらゆる分野の
方針決定過程への
女性の参画拡大

仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）
の推進

仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）
の推進

女性が多様に活躍できる
経済社会の実現
女性が多様に活躍できる
経済社会の実現

〈全体の位置付け図〉
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「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方

社会全体における男女平等感

数値目標 現状 目標
（2028年）

社会全体における男女平等達成感 10.7％
（2022年） 15％

資料：「北九州市の男女共同参画社会に関する調査」
　　　全国･内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」

資料：「北九州市の男女共同参画社会に関する調査」R4（2022) 年
　　　全国･内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」 R4（2022) 年

　ジェンダー平等を実現するためには、男女がお互いを尊重し、価値観や違いを認め合うととも
に、自らの意思に基づき、社会のあらゆる分野でともに責任を担いながら、その個性と能力を十
分に発揮することができる社会づくりが重要です。そのような考え方について、理解を促進し、
意識を育てていきます。

ジェンダー平等が浸透した社会の実現柱Ⅰ柱Ⅰ

施策の方向施策の方向
１ ジェンダー平等社会の実現に向けた理解の促進
２ 男性にとってのジェンダー平等の推進
３ 子どもの頃からのジェンダー平等の理解の促進

「夫は外で働き、妻は
家庭を守るべき」とい
う考え方に否定的な人
の割合は約８割と、調
査開始以降、最も高い
数値となりました。性
別による固定的な役割
分担意識は薄れてきて
います。

意識は改善傾向にある
一方、家庭や職場、地
域などを含む社会全体
において、男女平等が
達成されていると感じ
る割合は、男性15％、
女性7.6％と約２倍の差
があり、また、全国平
均と比較しても低い状
況です。

令和4年平成29年平成23年平成17年平成12年平成5年昭和63年昭和58年
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肯定派
（「そう思う」「どちらかといえば

そう思う」の合計）

（「そう思わない」「どちらかといえば
そう思わない」の合計）

否定派

わからない・無回答

71.471.4

19.319.3

9.39.3
8.18.1 10.310.3 8.38.3 8.28.2 7.57.5 5.45.4 5.15.1

23.923.9 25.525.5
34.034.0 34.334.3

53.853.8

68.168.1

77.877.8
68.068.0

64.264.2
57.757.7 57.557.5

38.738.7
26.726.7

17.017.0

全国：R4（2022）年
否定派64.3％

全国調査

女 性

男 性

全 体

北九州市

2.4
7.6 78.9 8.88.8 2.2

9.5 15.3 67.2 5.35.3 2.7

5.2 10.7 74.2 7.77.7 2.3

4.8 14.7 78.7 1.71.7

女性優遇 男女平等 男性優遇 わからない 無回答
「女性の方が優遇されている」、
「どちらかといえば女性の方が
優遇されている」の合計

「男性の方が優遇されている」、
「どちらかといえば男性の方が
優遇されている」の合計

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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市役所の管理職における女性の割合推移 

資料：北九州市総務市民局  

第４次男女共同参画基本
計画に定めた、市役所に
おける女性管理職比率の
目標「2023年度までに
15％」を達成したこと
から、第５次計画では新
たに「2030年までに30
％」との目標を掲げ、取
組を進めます。

審議会等における女性委員の参画率の推移 

数値目標 現状 目標
（2028年）

市役所における女性管理職（課長級以上）
比率（消防職員、教職員を除く）

17.8％
（2023年4月）

30％
（2030年）

市付属機関等における女性の比率
（市付属機関等には市政運営上の会合を含む）

51.7％
（2023年6月）

50％

資料：北九州市総務市民局 

　職場、地域、家庭など社会のあらゆる分野の方針決定過程に女性が参画することは、女性の活
躍を推進し、社会を活性化させるだけでなく、男女が対等な立場で、個性や能力を発揮するジェン
ダー平等社会の形成のために重要です。ジェンダー平等と持続可能な社会を実現していくため、あ
らゆる分野において将来指導的な地位へ成長していく層の育成や取組を進めていきます。

あらゆる分野の方針決定過程への女性の参画拡大柱Ⅱ柱Ⅱ

施策の方向施策の方向

１ 企業における方針決定過程への女性の参画拡大
２ 地域における方針決定過程への女性の参画拡大
３ 市における方針決定過程への女性の参画拡大
４ 政治分野への女性の参画拡大

市の重要事項に関する調
査や審議を行う付属機関
等の女性委員の比率は、
平成29（2017）年度に
政令市で初めて50％を超
えて以来、目標値50％を
維持しています。

※

※ 付属機関等ごとに男女比率の均等を目指し、全体で50％以上を目指す。
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％
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25歳から44歳までの女性の就業率

年齢階層別正規雇用比率（L字カーブ）

数値目標 現状 目標
（2028年）

25～44歳の女性就業率 79.8％
（2022年） 82.0％

市内事業所の管理職（課長相当職以上）に占める
女性の割合

14.1％
（2023年）

30％
※2030年まで

資料：総務省「令和4年就業構造基本調査」 

資料：総務省「令和４年就業構造基本調査」

　人生において様々な選択を迫られる女性が、ライフステージに応じて希望する職業を持ち、経
済的に自立し、自己実現が可能となるよう、環境整備、意識改革、働き方改革に官民一体となっ
て取り組みます。

女性が多様に活躍できる経済社会の実現柱Ⅲ柱Ⅲ

施策の方向施策の方向
１ 女性の就業・起業支援
２ 女性が働き続けることができる環境づくり支援
３ 女性の再就職支援

25歳から44歳までの女性の就
業率は、令和４（2022）年は
79.8％となりました。前回調
査の平成29（2017）年と比べ
ると7.1ポイント上がりました
が、全国平均の81.0％より低
く、政令市における順位も13番
目という状況です。

女性の年齢階層別正規雇
用比率は、25歳から29
歳をピークに右肩下がり
に低下する「Ｌ字カー
ブ」を描いています。ま
た、政令市における順位
は18番目と低い状況で
す。

79.379.3

新潟
市
京都
市
千葉
市
川崎
市
静岡
市
浜松
市
熊本
市 堺市 横浜

市
札幌
市
広島
市
岡山
市
北九
州市
相模
原市 大阪

市
福岡
市
仙台
市
名古
屋市
さい
たま
市
神戸
市 全国

83.9 83.8 83.7 83.6 83.4
82.9

82.5
81.9

80.8
80.1 80.1 79.8 79.8

79.1 78.9
78.3 78.1 78.0

77.3

81.1

85　％

80

75

0　

20　

40　

60　

80　

100％

※正規雇用に役員を含める

15～
19歳

20～
24

25～
29

30～
34

35～
39

40～
44

45～
49

50～
54

55～
59

60～
64

65～
69歳

20.7

25.5

57.5

64.964.9 55.855.8

43.043.0

68.8

52.9
41.4

36.7 29.3 25.3

53.8

85.7 89.2 91.5 92.292.2 94.194.1

87.487.4

98.498.4

55.3

46.5

北九州市・女性
北九州市・男性

全国・女性
全国・男性

【女性の正規・非正規雇用の割合（２０歳以上）】

0 20 40 60 80 100
相模原市
千葉市

北九州市
神戸市
札幌市
浜松市
広島市
福岡市
堺市

さいたま市
静岡市
横浜市

名古屋市
岡山市
新潟市
京都市
大阪市
熊本市
仙台市
川崎市

正規雇用割合
非正規雇用割合

44.3 44.3 
48.7 48.7 
49.549.5
50.050.0
51.051.0
52.252.2
52.352.3
52.552.5
52.952.9
53.253.2
53.353.3
53.553.5
53.853.8
54.354.3
54.454.4
55.355.3
55.455.4
55.755.7
57.057.0

60.860.8

55.7 55.7 
51.3 51.3 
50.5 50.5 
50.0 50.0 
49.0 49.0 
47.8 47.8 
47.7 47.7 
47.5 47.5 
47.1 47.1 
46.8 46.8 
46.7 46.7 
46.5 46.5 
46.2 46.2 
45.7 45.7 
45.6 45.6 
44.7 44.7 
44.6 44.6 
44.3 44.3 
43.0 43.0 

39.2 39.2 
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男性の育児休業取得について

「ワーク・ライフ・バランスがとれている人（調和派）」と
「ワーク・ライフ・バランスがとれていない人（不調和派）」の割合 (年齢別・性別 )

数値目標 現状 目標
（2028年）

市役所における男性職員の育児休業取得率 71.0％
（2023年度） 85％

市内事業所における男性従業員の育児休業取得率 36.3％
（2023年）

50％
※中間目標

資料：「北九州市の男女共同参画社会に関する調査」R4(2022)年

資料：「北九州市の男女共同参画社会に関する調査」R4（2022) 年 

　価値観やライフスタイルが多様化するなか、誰もが仕事上の責任を果たしながら、ライフス
テージに応じて、子育て、介護、地域活動と両立することができるよう、ワーク・ライフ・バラ
ンスを推進します。

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進柱Ⅳ柱Ⅳ

施策の方向施策の方向 １ 男女が共に仕事と生活を両立できる社会の実現
２ 多様なライフスタイルに対応した子育てや介護等の支援の充実

男性自身、また自分の
夫が育児休業を取得す
ることに肯定的な考え
は、男女ともに８割を
超えています。

「ワーク・ライフ・バランス
がとれていると思う」と回答
した人(調和派)の割合は全体
で５割を超えています。一
方、年代別・性別でみると、
30歳代、40歳代の男性は他
の年代と比べると「とれてい
ない」と回答している割合が
高くなっています。

52.0
50.4

43.2
50.7

55.2
43.1

53.2
55.1
50.5
52.1

38.2
50.0

63.8
46.8

33.1
37.5
40.9

35.4
36.8

52.8

37.0
35.8

31.6
32.1

27.0
25.0

27.0
46.8

全体

00 2020 4040 6060 8080
(％)(％)

29歳以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

調和派 不調和派

女性
男性

全体

女性

男性

令和4年
（2022）

平成29年
（2017）

令和4年
（2022）

平成29年
（2017）

令和4年
（2022）

平成29年
（2017）

とった方がよい どちらかといえば
とった方がよい

どちらかといえば
とらない方がよい わからないとらない

方がよい 無回答

肯定派 否定派

52.352.3 5.25.23.13.1 5.65.6 5.228.728.7

37.037.0 8.28.2 4.64.6 8.28.2 6.535.535.5

55.955.9 4.94.93.63.6 5.55.5 4.125.925.9

40.240.2 8.88.8 4.74.7 6.86.8 7.631.931.9

45.845.8 5.35.3 2.72.7 5.35.3 6.634.334.3

32.232.2 7.47.4 4.54.5 10.410.4 4.640.940.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
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ＤＶ被害にあった時の相談先

配偶者や恋人等からの暴力に対する考え方

数値目標 現状 目標
（2028年）

〈身体的ＤＶ〉
　夫婦間等における「平手で打つ」行為を
　暴力と認識する人の割合

76.8％
（2022年） 85％

〈精神的ＤＶ〉
　夫婦間等における「大声でどなる」行為を
　暴力と認識する人の割合

60.0％
（2022年） 80％

資料：「北九州市の男女共同参画社会に関する調査」R4(2022)年

資料：「北九州市の男女共同参画社会に関する調査」R4(2022) 年

　ＤＶ、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等は重大な人権侵害行
為であり、誰もが安心して暮らせる社会を目指すため、早急に対応すべき重要な課題です。
　市民一人ひとりに人権尊重の意識を浸透させ、人権侵害行為の防止のための広報・啓発活動等
を充実するとともに、相談体制の充実や自立支援などの取組を行います。

安心して健康に暮らせる社会の実現柱Ⅴ柱Ⅴ

施策の方向施策の方向

１ ＤＶの防止及び被害者の支援
２ ハラスメント及び性犯罪等の防止
３ 生涯を通じた女性のヘルスケア
４ 困難を抱えた女性等が安心して暮らせる支援
５ 防災における男女共同参画の推進

ＤＶ被害経験を受けた
人に、どこ（誰）に相
談したか尋ねた設問で
は、「ど こ（誰）に も
相談しなかった」との
回答が一番多く、約半
数を占めています。ま
た性別でみると、女性は
44.9％、男性は 63.4
％と、男性の割合が高
くなっています。

配偶者等からの身体的・
精神的ＤＶについて、
「どんな場合でも暴力だ
と思う」と回答した割合
は増加しており、暴力に
対する認識は高まってい
ます。

どんな場合でも暴力だと思う　 暴力に当たる場合も、そうでない場合もあると思う 暴力だとは思わない 無回答

全体（n=491）
女性（n=354）
男性（n=123）

（%）0 10 20 30 40 50 60 70

友人・知人に相談した

家族・親族に相談した

警察に連絡・相談した

弁護士会、法テラス、民間シェルターなどに
相談した
行政の相談窓口・電話相談（区役所・配偶
者暴力相談支援センター等）に相談した

医師や看護師など医療従事者に相談した

その他

どこ（だれ）にも相談しなかった

無回答

24.024.0
28.228.2

13.813.8

27.127.1
23.023.0

10.610.6
4.94.9
5.65.6

3.33.3
3.53.5
2.82.8
4.94.9
3.33.3
2.82.8
4.14.1

2.02.0
2.32.3
1.61.6
2.42.4
2.82.8
1.61.6

49.949.9

6.96.9
4.84.8

12.212.2

63.463.4
44.944.9

0 20 40 60 80 100

76.876.8 17.217.2
0.80.8
5.25.2

71.171.1 24.024.0
1.11.1
3.83.8

78.578.5 15.115.1
1.41.4
5.05.0

68.368.3 24.924.9
2.62.6
4.24.2

86.886.8 6.76.7
0.90.9
5.65.6

82.382.3 11.711.7
1.61.6
4.44.4

平手で打つ（令和4年）

平手で打つ（平成29年）

なぐるふりをして、
おどす（令和4年）
なぐるふりをして、
おどす（平成29年）

いやがっているのに性的な
行為を強要する（令和4年）
いやがっているのに性的な
行為を強要する（平成29年）

身体的ＤＶ

精神的ＤＶ

性的ＤＶ
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